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───────────────────────────────────────────────────────── 

○議長（稲葉昭宏君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                （午前１１時１２分） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

      ◎議案第１７号の上程、説明、質疑 

○議長（稲葉昭宏君） 日程第４、議案第17号 平成27年度松崎町一般会計予算についての件

を議題といたします。 

 議案の朗読は省略して、提出者から提案理由の説明を求めます。 

○町長（齋藤文彦君） 議案第17号は、平成27年度松崎町一般会計予算についてであります。 

 詳細は担当課長をして説明します。 

         （総務課長 山本秀樹君 提案理由説明） 

○議長（稲葉昭宏君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  午後１時まで休憩します。 

（午前１１時４９分） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

○議長（稲葉昭宏君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                （午後 １時００分） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

○議長（稲葉昭宏君） これより質疑に入ります。 

質疑の方法についてお諮りします。歳入から歳出70ページの総務費まで、71ページ、民生

費から112ページ、商工費まで、113ページ、土木費から最後までと総括の４区分で進めていき

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（稲葉昭宏君）  異議なしと認めます。 

    よって、質疑は４区分で行います。 

    なお、質疑にあたってはページ数、節の区分を明示し、要領よく、的確な質疑をしてくだ

さい。 

また、答弁者に申し上げます。答弁者もページ数を示し、簡潔でわかりやすい答弁をお願

い申し上げます。 

    まず、歳入から歳出70ページの総務費までの質疑を許します。 
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○７番（関 唯彦君）  22ページ、地方交付税です。課長に聞きたいのは、５パーセント下が

ると言っていましたけれど、総務省の方では２パーセントなんて言っていましたけれど、そ

の辺と。 

それから、どのような計算をしたか聞かせていただけませんか。基準財政需要額がどのく

らいにみて、基準財政収入額はどのくらいだから、財政はこの程度になるというよう

な・・、その辺で出したんだろうとは思うんですけれども、その辺を教えていただけます

か。 

○総務課長（山本秀樹君） それでは、22ページの地方交付税の関係でお答えをいたします。

今回算定をするにあたりまして、いろいろ見込みの文書等が来ます。それで今回当初予算を

組むにあたって、うちの方で参考にしたのが８月に来た見込み文書、それが５パーセントと

いうことだったものですから、それに基づいて交付税の算定をしております。 

  今回算定にあたりましては、基準財政需要額、これはいろいろ項目が６種類ほどあるわけ

ですが、その合計でいくと約21億円です。基準財政収入額の方が約６億3000万円くらいとい

うことになります。基準財政需要額から基準財政収入額を引いたものが約15億円というよう

な格好になります。それに臨財債（臨時財政対策債）をプラスいたしますと約13億円強とい

うようなことになることから、予算額としては13億円というような計算をしたというもので

ございます。 

○７番（関 唯彦君） 引くと、14億、15億・・、ただ、なんか今の予算でざっと基準財政収

入額をちょっと計算してみて、そうすると、だいたい16億円近くいってしまうのではないか

と思っちゃったんですけれど、だいたい基準財政需要額は21億円くらいで、基準財政収入額

の方をちょっと計算すると・・、私の勘違いなのかもしれませんが、もっと増えるんじゃな

いのかなという予測ではいるんですけれども・・。しかも26年度が、普通の方が96パーセン

トで、27年度は94パーセントですよね。特別地方交付税の方を６パーセント増やすという形

でありますので、その辺でもう少しみれるような感じはしているんですけれども、もう一度

その辺を聞かせてください。 

  それから44ページの臨時財政対策債ですね。これが１億1500万円になっています。過去や

はり・・、25年度の決算では１億5800万円くらいきていますので、これもどのような考えな

のか、聞かせていただきたいと思います。 

  それから45ページ、議会費の９節、特別旅費で視察研修があるんですけれど、今まで１泊

でやっていました。来年度は８名になっていますので、やはり１泊ですと議会の研修という



 
－164－ 

のが、私が見た感じ、今までかなり綿密に計算して行くんですよね。やはり２泊あるといろ

んなところを見ることができて・・、かなり勉強に今までなっていました。ただ、今期に入

って４年間ですか、１日という形で本当に勉強する機会がかなり少なくなったと思いますの

で、この辺は増やして２泊くらいできるような形でとっていただければ、議会の方でも、議

員も勉強がかなりできますので、その辺の考えを聞かせてください。 

○総務課長（山本秀樹君） 特別交付税の関係ですが、もう少しみれるのではないかというこ

となんですけれども、24年度まではずっとだんだん、だんだん増えてきて、毎年毎年増えて

きました。ただ26年度になりまして普通交付税7900万円、約8000万円ですね。前年比5.5パー

セントの減、それから臨時財政対策債につきましても、約1600万円減というようなことにな

って、合わせて約１億円ほど減になっています。 

  国の方の通知等でも同じように今回また当初は５パーセントの減額を予定しているよとい

うようなことでございました。ただ、その後、関議員がおっしゃるとおり、それが少し緩和

されたというような情報、連絡もきていますけれども、とりあえず、今は５パーセント減で

計上しているところでございます。 

  なお、これにつきましては、国の方からも極力過大な計上はしないようにというようなこ

ともあって、今回は前年度と同様の金額を計上したというものでございます。 

  なお、これはあくまでも試算という形で、本当にそうなるのかどうかというのはわからな

いわけですけれども、先ほどの基準財政需要額それから基準財政収入額等をやりますと15億

1000万円ほどになるわけですが、それから臨時財政対策債分を引きますので、そうなります

と、13億8500万円くらいがでてくると、その内輪として13億円にしたということでございま

す。 

  それから、対策債の方でございますけれども、これにつきましても資料等をもらってきて

おりまして、これについては27の伸び率が一応マイナスの11.6パーセントというような形で

きておりますので、前年実績見込みから約15パーセントくらい落とした金額で計上したとい

うものでございます。 

○議会事務局長（新田徳彦君） それでは、関議員の３番目のご質問でございますけれども、

特別旅費の関係、例年１泊の研修をしているところでございますけれども、来年度の予算を

要求するにあたりましては、特定の目的が決まっていなかったものですので、とりあえず要

求の時点では例年どおりの予算対応をさせてもらったという経緯があります。 

  ですから、年度が変わりまして、議員さんの方から２泊がいいというようなご意見、ご要
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望等があれば、また補正の中で対応してまいりたいと考えております。よろしくお願いしま

す。 

○議長（稲葉昭宏君）  ほかに質疑はありませんか。 

○５番（高柳孝博君） ３点ほどあるんですけれど、１点目が25ページ。３点ありますけれ

ど、一つずつ言いますのでお願いします。 

  25ページですけれど、12款の４目、これは長八美術館の入館料ですけれども、その前の３

目が三聖苑の関係とか・・、三聖苑とかなんかは、増額してみているようなんですが、長八

美術館とか、中瀬邸の入館料というのは低く設定をし直したのか、低くしているようですけ

れども、本来は、目標は高くても施策によって近づけようとするのではないかと思います

が、そのあたり下げてしまったというのは、何か見込みからすると前年度は非常に高かっ

た、そのようなことがあるものですから。まず、それが１点。 

○議長（稲葉昭宏君） そのまま３つやってください、 

○５番（高柳孝博君） それでは、２つ目が51ページ、総務費のところですけれど、ここの報

償費と旅費の関係ですけれども、その中で日本で最も美しい村推進委員会委員というの

が・・、これはたぶん会合の費用だけではないかと思えるわけですけれど、これはどういう

アウトプットをしているかというのがよくわからない。まず、ここのところを、委員会の中

では、どのようなアウトプットをしているのか。 

  以前に一般質問でしたときには、推進委員会というのと、それから、やろうじゃ協議会と

もう一つ庁内会議で３つの会議の推進体制でやっていくというふうに聞いているわけですけ

れど、この委員会がどのような役割をもって、どういう体制で、どの役割をもって、何をア

ウトプットしようとしているか、そこのところを・・・。 

  もう一つ、そこのページで地方創生の関係、これは26年度の繰越明許になったわけで、こ

の中には予算として出てこないものですから、あえてここで質問するわけですけど、これは

なんか旅費でとっていますから、研修ということで11グループで８人乗りかなんかで行くん

ですかね。11グループで行かれるということなんですけれど、これも一つの考え方は、本来

は方針がちゃんと出ていて、この方針に沿ってやるにはどうしたらいいかというのがあると

思うんですけれど、そこの工程の考え方ですよね。行ってきた研修をどう生かすかというと

ころで、一方で、そういう戦略を作る検討の委員会みたいなところで、これも委託費かなん

かでやるんでしょうかね。そこで作るということですが、そことの絡みがどうなっているの

か。それが２点目です。 
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  最後にもう１点、次のページの52ページ、地域おこし協力隊事業費、この関係ですけれど

も、ここで報償費で地域おこし協力隊謝礼というのがあるわけですけれど、これが基本的に

は地域おこしの活動のお金になっていると思うんですが、さらに人員を増やすというふうに

聞いているわけですけれど、この地域おこし協力隊が、地方創生とどう絡んでくるのか、あ

るいは絡まないのか、そのあたりの考え方をお聞きします。 

○企画観光課長（山本  公君） まず、第１点目の美術館の収入が減になっているというよう

なことですが、附属の資料で参考資料というのがあるかと思いますけれども、そちらの21ペ

ージに美術館の収支計画というようなものが付いているかと思います。左側の方に利用者の

入館料とか、あとは売店とか、そのようなもので総体的な人数は４万6000人ということで、

前年度と変わらないわけですけれども、その内訳が変わっているというようなことでござい

ます。ただ、補正予算の議論の中で補正予算では３万6000人ということで数値が過大ではな

いかというようなこともあったわけですけれども、いずれにしましても収支の関係は当然あ

りまして、その目標に向かって職員が努力していくというようなことでございますし、また

本年は長八200年祭も予定されておりますので、そういうこともかみ合わせた上で進めてまい

りたいと考えております。 

  それから51ページの美しい村推進委員会というところで、高柳議員のお話のとおり３つの

組織でやっていくということで、やろうじゃ協議会というのはもう立ち上がりまして、いろ

いろ写真展ですとか草刈をやったり片付けをやったりとか、そういういったもので、それは

自発的に出てきた組織でございます。実行部隊みたいな感じですけれども。 

  町の中で課長を中心に課長会議を戦略会議的なものに変えて、地方創生についても考えて

いくという庁内会議的なものが一つありまして、もう一つは各種団体の長を入れて、各団体

に浸透していくような役割を持たせた組織ということで、この委員会を考えております。実

際にはまだ遅れておりまして、なかなか動いていないという部分はありますけれども、その

３つの組織が連動した中で、美しい村づくり、地方創生を進めていきたいと考えておりま

す。 

  それから、その次の旅費の関係です。地方創生戦略策定調査ということのなかで今回121万

5000円、その他通行料駐車料等でも若干盛ってあるわけでございますけれども、これにつき

ましては、地方創生にあたり、職員が町の課題を考え、それをどういうふうに解決していく

かということのなかで、「日本で最も美しい村」連合に加盟しているのがいま54団体あるわ

けですけれども、その先行事例も参考に勉強させていただくと、あくまでも課題をもって、
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それに取り組んでいる市町を訪れるというようなことで考えております。 

  「日本で最も美しい村」連合加盟市町とも連携を図るというようなことはもちろんです

ね、この役場の中の11グループにつきましても、各課横断的にメンバーを構成しまして、そ

の中の連携を図っていくというんですかね。この課だけで固まってしまうということではな

くて、連携を図っていくということで考えております。そうすることによって、役場全体と

して課題を解決していくというような動きにつながっていくのではないかなと考えておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

  最後に、地域おこし協力隊の関係ですけれども、今回地域おこし協力隊、今までのものに

２名増員しまして４名体制でいきたいということで、当然募集の応募があっての話になりま

すけれども、現行はいま２名で26年度から２名で野口君、有馬さんという形で体制をとって

います。特別地方交付税の関係で人件費に充てられる分が200万円、その他の費用が200万円

で400万円という中でやっておりますけれども、その中で、地方創生の戦略の中でも、地方へ

人を呼び込むという形の中で、地域おこし協力隊の活用というのが挙げられておりますし、

現行1000名程度全国でいるわけですけれども、それを総理は３倍にしたいというようなこと

もあるわけですので、何でもいいから来てくれという話ではなくて、やはり目的をもっ

て・・、全員協議会の際にもお話をしましたけれども、棚田の従事の関係、あるいはスポー

ツツーリズムの関係、あるいは６次産業化、空き家を活用したことをやっていただきたいと

いうことで、いま２名を募集しているところでございます。 

○５番（高柳孝博君） まず、１点、51ページのところのまちづくりのところですけれども、

美しい村連合と３つの体制・・、どうも責任体制と振興させる体制がはっきりしない。３つ

あるがゆえに、それぞれの３つがどういう役割をもっているか、はっきりしないので、その

あたりはどうなんでしょうか。 

  進行はどこが管理してやっていくのか、何を進めていくのかというのがどうもはっきり見

えない。 

  「美しい村連合」でやるということは決まっているわけです。何をやるか決まっています

ので、それをやっぱり進捗管理をどこがどういうふうにやっていくのか。いろんなところで

動いているわけですよね。３カ所で動いているとは言いながら、やはり向っている目的は一

つですので、その目的に向かって何をやっていくかというところをきちっと誰が責任を持っ

てその進捗管理をしていって、何が落ちているかというのがどうもはっきりしない。そのあ

たりはどうなんですかね。明確化する必要があるんじゃないかと思うんですが。それ
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が・・、一つずついきましょうか。明確化する体制はどのように作っていったらいいか、そ

の３つの体制がどういうふうに連携しているか、はっきりわからないんですけれど、責任者

をはっきりさせて、やることは、私は保全と活用だとみているわけですけれども、そのため

にはやはり町の魅力とか、そういったものをちゃんと定義しなければいけないんじゃない

か。そのためには、やっぱりサーチする必要がありますし、町の魅力というのを・・、何だ

ということしていって、やっていくんじゃないかと思っているわけです。何をどういうふう

にしようかというと、これはガイドラインを作るということなんで、このガイドラインがど

こで、どういうふうに作って、その３つの団体にどう落とそうとしているかというのがどう

もはっきりしないものですから、１年経って、そういう３つの体制がどのように動いてきた

のか、はっきりしない。そこのところの考え方はいかがでしょうか。 

○企画観光課長（山本  公君） いま３つの団体を挙げましたけれども、それぞれがバラバラ

で活動しているというわけではないです。やろうじゃ協議会についても、自主的に参加して

いただいている方々の集まりではありますけれども、事務局として役場の企画観光課が入っ

てお手伝いをしている。実際的に、先ほど申しましたように河川の美化活動ですとか、ある

いは写真展、あるいはかかしを作ったりとか、そういった・・、自主的に動いております。

役場の組織はもちろん副町長をトップにして役場の中の連携を図るというようなこともあり

ますし、意識の共有化を図っていく、あるいは事業を実施していくという部分があるわけで

す。 

  それだけでいいかというと、やはり団体の部分というのが当然あるわけですので、それら

の団体への落とし込みというんですか、そういう部分をやる意味で、各団体の方々に参加を

していただく。 

  まとめは最終的には、町長が町の長としてやっていくということになりますので、それぞ

れがバラバラに動いていくということではないと認識をしております。 

○議長（稲葉昭宏君） 町長、いいですか。 

○町長（齋藤文彦君） 課長会議というのがありますので、そこが中心になってやるわけです

けれども、こういう問題があるからといって、いろいろな提案をするわけですけれども、そ

の下に美しい村連合ですね。それとやろうじゃ協議会があるわけですから、それでうまく兼

ね合いながらやっていくのかなと思っているところです。 

  美しい村連合の委員がまだちゃんと出てきていないので、なかなか進まないところがある

わけですけれども、その顔が見えてくるともっとはっきりしてくると思います。 
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○５番（高柳孝博君） 何事にもＰＤＣＡというのがずっとついてくるわけですよね。まず最

初に、何をやるかというプランが大事だと思うんですね。プラン、計画、段取り八分という

言葉がありますけれど、計画がしっかりできていて、こういう工程で５年間やるわけです

ね。５年間やって監査がきますから、監査までのあいだにどれだけのことをやるかというこ

とをしっかり工程を組んでやらなければいけないと思うんです。ここまでは何を、ここまで

は何を・・、おそらく日程ができていないといけない、１年目に何をやる、２年目に何をや

る、それによって動くんじゃないでしょうか。そのあたりの工程・・、工程計画を立てて、

活動計画を立てて、まず現状の監査、現状の把握をやるならやる。ここまでにやろう。そこ

までに町の魅力というのを定義しようかとか、ガイドラインはいつまでに作るとかというの

をちゃんと作って・・、それもデリバリィですので、期日を決めるということも。それをし

っかりまず、計画をしっかり立てないと見えないんじゃないかと思うわけですが、３つの組

織が作っていただいて、それが動くというのは・・、多いほど動けるのかもしれませんけれ

ど活動の工程というのがどうも見えない。工程を見せていただくと納得するんじゃないかと

思いますがいかがでしょうか。 

○企画観光課長（山本  公君） この美しい村委員会の関係については、当初美しい村に加盟

したのが平成25年で、加盟したから終わりということではなくて、そこで町民の皆さんが一

体となってやっていきたいということで、そういう組織を作っていきましょうということで

始めたわけでございまして、今回地方創生の絡みが出てきていますので、この中、あるいは

総合計画委員会等も活用した中で、当然一般質問の中でも町長の方から回答いたしましたけ

れども、戦略もビジョンも作らなければならないということですので、戦略については、秋

を目途にやはり策定をしていくということになりますので、それは、これらの委員会を活用

した中で当然作っていくというふうに考えています。 

  景観のガイドラインも繰越明許にさせていただきましたけれども、合わせてそちらの方も

策定をしていくということで考えております。 

○５番（高柳孝博君） 美しい村連合でやらなければならないのは、５年後の監査に評価基準

があるわけですね。だから、その評価基準に合うようなものをまず作らなければいけないと

思うわけですけれど、一方で地方創生の方は、地方創生の長期ビジョンというのは、総合戦

略・・、戦略ですので、そこに配分しなければいけない。そうすると、戦略というのが、美

しい村連合とちょっと違うものがあるような・・、全く同じではないので、総合戦略という

のは、まさに仕事づくりであるとか、地方を興すための・・、本当に真剣にやらなければな
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らないことなんですよね。 

  美しい村連合は、たぶん評価基準というのを達成すればたぶん通ります。だけど、これ

は、総合戦略というのは、全くの町の・・、今、人口減少して消滅するというところに消滅

させないぞというところがあるわけですので、それはもうかなり戦略的に考えなくてはいけ

ないと思うわけです。 

  仕事づくりであるとか・・、４つの柱がありましたよね。都会から来る人の流れを変える

であるとか、それから子育てのところ、人も育てなきゃいけない、出生率も上げなきゃいけ

ない。それぞれが指標で出されていますので、それらの指標に合わせて作らなければいけな

い。 

だから、美しい村連合で・・、評価基準に合えばいいんでしょうけど、一方で総合戦略と

なってくると、もっとリアルに考えていかなければならない。非常に難しい問題を、まとも

に戦わなきゃいけないと思うわけですよね。だからそこのところは、プロジェクトを作られ

るという話でしたので、こっちはこっちで委員会があって、一方で総合戦略の方はまた別で

動いていく、ただ策を作るという中で、先ほど職員の方が研修に行くと言っていますから、

全然職員の方も別ではなくて、戦略そのものは・・、総合計画もそうでしたけれど、ほかの

ところに委託するとしても、実際に自分たちが腹に落としてやらないと、これは本当に成功

できないことだと・・・、そのあたりの違いの考え方。しかも、スピード、リヨテ将軍の話

を例として挙げてスピードをいったわけですけれど、長期の戦略であってもすぐにかからな

ければいけないわけですから、そのあたりの考え方はいかがでしょうか。 

○企画観光課長（山本  公君） 総合戦略は総合戦略で別の組織で作るというようなことは申

していないと思うんですけれども、美しい村委員会もありますし、役場の中の庁舎の組織も

ございますし、やろうじゃ協議会の関係もあります。いずれにしてもまちづくりを進めてい

く組織であると、今回の戦略を立てるのもその一つであるということで、これらを活用し

て、あるいは総合計画委員会も活用しながら、別々のということではない動き方をするとい

うことで考えております。 

  当然戦略の方につきましては、評価指標を置かなければならないということでありますの

で、それは５カ年の部分の中で評価を受けます。 

  美しい村についても５年後には再審査があるということの中で、うちの挙げた３つの資源

をどういうふうに保全、活用していくかということも問われますし、その景観のガイドライ

ン的なものも策定をしていかなければならないということもありますので、それも当然進め



 
－171－ 

ていくということで考えております。 

  ですから、別のものではないということで、一体となって動いていくということでご理解

いただきたいと思います。 

○町長（齋藤文彦君） 地域創生の総合戦略に関しては檀上で答えましたけれども、９月まで

に、これは本当に松崎町が生きるか死ぬかだと思っていますので、ちゃんと作っていきたい

なと思っています。 

  だから、さっきの３つの・・、課長会議が中心になると思いますけれど、こういうことを

やりたいけれど、どうだろうかと、ちょっといろいろな会合を重ねて、３つの会合を重ねて

やっていきたいなと思っているところです。 

○５番（高柳孝博君） やっぱりまちづくり、美しい村連合もそうだと思うんですが、やっぱ

りＰＤＣＡを回さないと本当にうまくいかないんじゃないかと思うわけです。活動計画とい

うのはしっかり作って、いつまでに何をやるか、総合戦略を作ること自体も本来はもう４月

１日から始まる、もう明許費でやりましたから４月１日から動かなければいけないわけで

す。４月１日から動いてアウトするまでのあいだに、何をどこまでにやるかというのを、工

程を作るんだと思いますけれども、それから、そのＰＤＣＡを回すときに、どのような管理

をしているのかというのが今まであんまり評価、チェックしたところが、こんなチェックを

した結果、これだったから次はこれをやりますというのがなかなか出てこないので、それを

本当にやっていかなきゃいけないと思っているわけですが、そのあたりの考えはいかがでし

ょうか。 

○企画観光課長（山本  公君） 総合計画を策定する際にも大きい枠ですけれども、数値目標

等は設定をさせていただいています。その５年後ということにはなっていますけれども、毎

年の進捗状況につきましては、確認を各課に出しまして、それについて検討していただく、

全体でもわかるような状況をつくっております。合わせて、今回のものについても１年ごと

にＫＰＩというんですか、その指標の達成状況みたいなものも確認するようになっています

し、外部の方からも評価をしてもらうような形でしなければならないということになってい

たかと思いますので、そのあたりはチェックをして、その改善をしていくということで考え

ております。 

○副町長（佐藤  光君） 先ほどの話、若干補足をさせていただきたいと思います。 

  美しい村づくりの関連と今回地方創生の地方創生ビジョンの関係がございます。そういっ

た中で、いろんな組織がいま動いているということでございますけれども、基本、やはり美
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しい村連合に入って、５年後にまた審査を受けるわけですけれども、その審査に向けてもま

ちづくり、町の資源を磨き上げていかなければならないということは当然でございます。 

  それが一つ、町の魅力づくりだと思います。魅力づくりが一つの土台になって、その土台

の上に今回の総合戦略、目標を掲げてやっていくわけですけれども、やはりその土台となる

魅力がない限りは、こういった基本目標、総合戦略の中、国が４つの柱を掲げておりまし

て、これに準じて町の方も作る形になろうかと思いますけれども、そういった戦略もなかな

か実行的な戦略が出ないのではないかなと思います。 

  ですので、美しい村づくりの中で魅力をアップして、合わせてそういったものの土台のう

えに総合戦略のものを、そういった資源をうまく活用するということが戦略になるかと思い

ますので、そういったものを連携をしながら作っていくということだと思います。 

  それで、先ほどから高柳議員からお話がございますように、やはり工程管理が全てのこと

に重要になってくると思います。いろいろ行政で進めていく中で、仕事の段取りということ

が大事だと思います。私も同感でございます。 

  そういった中で、今後計画策定につきましてもしっかりしたロードマップを作る必要がご

ざいますし、それを実行するための５年間のロードマップも重要になってまいります。そう

いったものを作成しながら、そういう途中途中にまたそのチェックをかりて、ＰＤＣＡのサ

イコロを回していくというようなものを作っていかなければならないかなと思っております

ので、それはまた行政だけではございません。民間といいますか、町民の皆さんも一体とな

ってやっていく必要があると思いますので、ぜひともそういった中で、ご協力をしていただ

いて進めていただければと思います。 

○１番（藤井 要君） それでは、４点ほどちょっと聞きたいと思いますけれども、これは町

の支出じゃありませんけれども、光ファイバーの関係、31ページになりますけれども、県も

出して、今度敷設するということになっていますよね。これに対して、ただ光ファイバーが

入るから、よかったねということではなくて、わが町ではどういうような、例えば企業が来

るということをあてにしていると思いますけれども、そういうのをどのようにして結び付け

ていくのか、誘致を結び付けていくのかというようなことが１点。 

  それと37ページになりますけれども、ふるさと応援寄附金ですね。これは1000万円という

ことを見込んでいるわけですけれども、その中で４割は返しますよというようなことですけ

れども、私も一般質問等でもやりましたけれども、これはブームというような関係もありま

すけれども、それにしても１億円ではなんか少ないのではないか、ちょっと少なすぎた収入
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を見込んでいるんじゃないかということがあるんですよね。 

  それから、この前40何件いま集まっていると、商品が。そういうのをもう少し具体的な中

でお知らせ願いたいと思います。 

  それから、39ページの21世紀の森の基金の繰入金300万円の関係ですけれども、これももう

そろそろ終わりのわけですよね。どんどん、どんどん返していって。 

そういう中で、いま何件ほど残っているのか。そして、相続等の関係でなかなか難しい面

もあるんでしょうけれども、最終的には基金にどういう方法で繰り入れるのか、法的な関係

もいろいろあると思いますけれども、その点はどう考えているのか。 

それで、もう一つ、最後になりますけれども、47ページ、３節になりますけれど、一般退

職者が4400万円ほど、特別職が390万円、これは教育長が150万円、これがありますけれど、

これは、一般退職者はどのくらいいるのか、予定しているのか。 

それから、特別職、これはたぶん副町長か何かになるのかなと思いますけれども、教育長

というのは、私の頭の中では、今までの２年間の中で交代になるのか、そういうことをやっ

ているのかなということなんですけれども、その辺の説明と、また、特別職・・、こんなに

頑張っている特別職がいるわけですけれども、もし私が頭の中でイメージしている人でした

ら、ちょっと少ないんじゃないかと、その点をお聞きします。 

○議長（稲葉昭宏君） 申し上げます。藤井君、先ほど２番目のふるさと納税で１億円と言い

ましたけれども、1000万円じゃないですか。 

○１番（藤井 要君） １億円と言いましたか。1000万円じゃあ少ないぞということです。 

○議長（稲葉昭宏君） 訂正をします。 

○企画観光課長（山本  公君） 光ファイバーの整備の関係でございます。これは、全員協議

会の方でもご説明をさせていただきましたが、平成27年度、中川・岩科・松崎、42、43局の

エリアを中心に整備する。28年度以降、三浦地区の方へ進んでいきたいというようなお話を

させていただきました。 

  まず、整備すればそれでいいという話ではないということも理解しておりますし、そうい

うお話も常々いただいているところですけれども、それらを活用・・、それがインフラの最

低条件みたいなところがありまして、徳島県の神山町のお話がよく出るわけですけれども、

そこはサテライトオフィスみたいな形で企業に入っていただいています。ただ、そこにはＮ

ＰＯ法人、そこにあるグリーンバレーという組織の力が非常に大きいわけですので、そうい

った力の強い組織というのはないわけですけれども、それでも最低限の条件としては整えて
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おいて、また企業誘致というんですか、外へ出て、こちらに移住・定住を勧める際のＰＲ材

料とさせていただきたいと思います。 

  また、町の中のものとすれば、やはり全員協議会の中でお話をさせていただきましたけれ

ども、ＮＴＴさんと包括協定書を結んで、まちづくりに活用していくということを新年度か

らまた考えていくということでおりますので、その中で行政情報の発信ですとか、防災関係

の情報発信ですとか、そういったものも考えて利便性の向上を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

  それから、ふるさと納税の関係で、一応1000万円ということでございます。補正予算で今

年度20件600万円余りだったと思いますけれども、補正の措置をさせていただきました。 

  西伊豆町の３億4000万円くらいですか、そんな事例もあったりしまして、役場の中で副町

長を中心に若手のメンバーでふるさと納税について考えてきたところでございます。1000万

円が多いか少ないかというのはあるわけですけれども、新たなものとして４月からスタート

させていくということで考えておりますので、また補正等で対応できれば大変うれしいこと

かなと思っております。 

  基金のときにもご説明させていただきましたけれども、インターネットふるさとチョイス

っていうものを使ったり、公金の支払いシステム、クレジットで支払えるようなものを使っ

たり、利用者の便も図ることによって、ふるさと納税を納めていただける方を増やしていき

たいなと考えています。 

  それから、最後に21世紀の森の関係です。こちらは300万円盛ってあるかと思います。昭和

60年、61年に緑のオーナー制度ということで始めまして、30年後には伐採をして、収益を分

配しようということであったわけですけれども、木材価格の下落によりまして、赤字になっ

てしまうということの中で、50万円をそのまま返金させていただくということで、大半の皆

さんにご理解をいただきまして、315口の内、309口はもう返金が完了しております。残って

いる６件でございますが、１人の方は所在が不明です。あと２人の方は合意はいただいてい

るんですけれども、まだ契約の段階までには至っていないという状況です。あと３名の方は

なかなかご理解いただけない方でございまして、その方は西伊豆町にも持っているようで、

そちらの中でもまだご理解がいただけないという状況がありますので、引き続きご理解をい

ただけるようにお話をさせていただきたいと考えておりますし、年度中に処理ができる場合

は、今年度の予算の中から対応させておいていただいて、いきたいなと考えております。所

在不明のオーナーさんにつきましては、義理のお姉さんと会ってちょっとお話をしたんです
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けれども、お姉さんもわからないということもあったり、あまり関わりたくないみたいなお

話もあったりするものですから、対応については、また顧問弁護士さんの方とも相談をさせ

ていただいて、いきたいなと考えております。 

○総務課長（山本秀樹君） 47ページの退職手当の関係でございますが、ここの一般、それか

ら特別職、教育長とあるのは、それぞれの一般の職員の退職金とか特別職の退職金とか教育

長の退職金ではなくて、要は共済の方への引当金です。 

  ですから、この一般分というのは職員、予算上では85名分の年間の引当金になります。そ

れから特別職につきましては町長、副町長の引当金、教育長の引当金ということになりま

す。ちなみに退職金の方は、それぞれその組合の方から払われるということになりますの

で、この予算の方には載っていません。 

あと、どのくらい来年度の退職者があるかということなんですが、実際、どうなるかとい

うことはあるわけですけれども、年齢的に満期になったのは確か来年は２名だったと思いま

す。 

○企画観光課長（山本  公君） すみません。藤井議員のご質問で回答が一つ抜けておりまし

て、ふるさと納税の関係の返礼品の関係です。いま40品目くらい・・、まだ整理はあれです

けれども40品目くらい出ています。これは職員がお願いに歩いたり、あるいはチラシで呼び

かけたりということの中から出てきているものでございますけれども、桜葉関係の商品、お

菓子とかの詰め合わせですとか、あるいは農産品ですとか、あるいは魚の甘露煮みたいなも

のですとか、あるいはまつざき荘の宿泊のクーポンみたいなもの、宿泊券ですとか、そのよ

うなものが出ております。これらもまた整理をした中で、返礼品とかの中で紹介をしていき

たいと考えます。 

○１番（藤井 要君） 先ほどの退職の関係、どうもすみませんでした。特別職はこれじゃあ

とても少ないなと思ったもので。 

  それでは、光ファイバーの関係ですけれども、課長の方もただ引くだけじゃないよと、今

から営業等いろいろやっていきますよということで、安心しているわけですけれども、よく

テレビ等を見ていますと、農用地のハウス等を使って大がかりな施設を造って、そして、光

ファイバーとか、そういうので、東京で温度管理から肥料管理からそのようなことをやって

いるというのを度々見たりもするんですけれども、そういうところにもインターネットをも

ちろん使ったりとか、そして農地の収用ですね。どんどん、どんどん大きくしないとメリッ

トが出ないと思うんですけれども、そういうところも考えた事業推進というんですか、それ
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は農家の方たちとの関係もあると思うんですけれども、そういう点もやるつもりでいるの

か。ただ・・、業者というか、そういう関係会社に入ってきてもらって、あんたたち勝手に

やってくださいよというのか、どのような考えがあるのか、お聞きします。 

○企画観光課長（山本  公君） 全てのところに出ていってご案内するということはなかなか

難しいかなと思います。ただ、そういうインフラが整備されてくることによって入りやすく

なってくる可能性というのは当然あるわけですので、そういうのをご紹介させていただく、

あるいは東京なんかに出て行くときに、そういった情報は流していきたいと思います。 

  高柳議員なんかの質問の中にもフィールドモニタリングの関係のお話もあったり、そうい

った形の中で活用ができるということは当然あるわけですので、企業さんなんかがあれば、

全て町ができるわけではないものですから、入っていただけるような条件として整えていく

ということで考えています。 

○町長（齋藤文彦君） 光ファイバーの関係ですけれども、ＮＴＴの人と話をしていて痛切に

感じるわけですけれども、ただ光ファイバーがきたからということではなくて、それをいか

に活用するかにかかっているということで、私は、いま一人暮らしの方も非常に多いし、三

浦とかいろいろ離れているところも多いわけですけれども、それがテレビを見ながら松崎の

防災情報が流れたり、観光情報が流れたり、テレビを見ながら皆さんが、松崎の町民がやれ

るようにすればという話がありましたので、非常にいいことだなと、そのようになれば私は

いいなと思っています。スマートシティ、スマートシティと言いますけれども、ネットを使

って松崎町が本当に小さくなると思いますので、そのようなことができればいいのかなと思

っています。 

  特に、防災情報とかなんとか、雨が降ったりして雷が鳴ったりすると全然老人の方には聞

こえないわけですけれども、もしテレビを見ていて松崎からの情報が流れてきたというよう

な形になれば一番いいのかなと思うわけですけれど、これが本当にできるかどうかわからな

いわけですけれども、ＮＴＴの方と松崎の熱意だと思いますので、そのようなことができれ

ばいいのかなと私は思っているところです。 

○１番（藤井 要君） いま課長の方からそういう企業の話も聞きました。観光ばかりじゃな

く、やっぱり農業関係、役場の中で横の繋がり、そういうのもやってもらいまして、休耕地

等、反対に・・、例えば伏倉なら伏倉としましょう。そういうところに休耕地がいっぱいあ

るのでしたら、いま使っているところもあるんですけれども、休耕地の分とここを合わせ

て、このくらいの広さが利用できるとか、そういうのも町当局の方も積極的にやってもらっ
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た方がいいと思うんですよ。それによって農地の集積をして、このくらいの利用ができます

よとか、そういう発信もこれから必要じゃないかと思うんですけれど、その点はどうでしょ

うか。 

○企画観光課長（山本  公君） 当然一般質問の中でもありましたけれども、農地の情報、空

き家の情報、それらを包含したものを今後提供していかなければならないということもあり

ますし、こういう条件整備が整ってきた中で、そういう情報も、産業建設課の方とも連携し

ながらやってまいりたいと、考えてまいりたいと思います。 

○議長（稲葉昭宏君）  暫時休憩します。 

  （午後  １時５０分） 

 ───────────────────────────────────────────────────────── 

○議長（稲葉昭宏君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                （午後  ２時００分） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

○議長（稲葉昭宏君）  質疑を続けます。 

○３番（佐藤作行君） ２点ほど質問させていただきます。 

  48ページの町長交際費70万円盛ってありますが、月に直すと５万8000円くらいで全く少な

いと思うんですよね。これは、少なくとも月10万円くらいは町長にやらないと・・、70万円

で町長、足りているでしょうかね。 

  今の70万円以上の仕事してもらうには、やっぱり120万円くらいつけて、それで、今年は長

八生誕の200周年もあるわけですよ。やっぱり付き合いの間口を町長に広げてもらって、それ

でやっぱり町民の先頭に立って、付き合いを広く、世界を広く、それでいろんなものを見て

もらって、やっぱりそれには、交際費がどうしてもこれは必要のわけで、これは静岡県の中

でも70万円なんて低い交際費のところはないと思うんですよ。そこらはどうですか、町長。 

○総務課長（山本秀樹君） 大変ありがたいご意見でございますけれども、48ページの町長交

際費でございます。これにつきましては、町長が自らこうする、ああするで使うような形で

はいま使っておりません。町のいろんな事業、例えば講演会をやるとか、町の方でいろいろ

お願いをするとか、そういうときに、手土産を持って行ったりとか、来た人に対して食事を

するとか、せいぜいその程度のことで使っているようなお金になります。 

  ちなみに、24年度は52万円、25年度が68万円と、だいたい予算額に近い数字で支出はして

おりますけれども、残念ながら町長独自の判断で、これに使いたいとかという形ではいまの
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ところは使用していないというのが実情でございます。 

  ただ、ご指摘のとおり、生誕200年とか、そういうような特別な事業等もありますので、い

ろいろこういう中で、もし使うことがあって足らないようなことがあれば、また補正等でお

願いをすることはあると思いますので、その節には、またぜひご理解をお願いしたいと思い

ます。 

○３番（佐藤作行君） わかりました。 

  それでは、それはそれにして。その前の47ページ、職員の時間外勤務手当200万円です。こ

れは、私もよく役場の様子は見ないんですが、福本先生の話によると11時頃まで電気が点い

ているということは、11頃まで仕事をしているということですよね。それで、この200万円で

足りているのかというような心配をするわけなんですが、これは時間外をやって、時間外手

当が支払われていないなんていうことはゆめゆめないでしょうね。そこだけ１点お願いいた

します。 

○総務課長（山本秀樹君） 47ページの時間外手当200万円のところでございますけれども、こ

この部分につきましては、総務課等の職員、それ以外のところで足りない分ということでの

200万円の計上でございまして、そのほか各会計ですね。それぞれの担当ごとに時間外手当は

計上されています。27年度でいくと795万円、約800万円の時間外手当の計上はしてありま

す。 

  原則論として、我われ職員の方は・・、前にもお答えしたかとは思いますけれども、通常

の業務はその時間内で終わるという大前提で事業は進めております。ただ、やむを得ぬ事情

等で、要は、これは上司等の命令があった場合に・・、昨日の条例の改正でもありましたけ

れど、命令があった場合に時間外手当が支給されるということになります。その命令等は時

間外命令簿で確認するわけですけれども、その命令があった場合の時間外手当については、

ここの予算から支出されるということでございます。 

  なお、我われもそうですけれども、自分の都合で遅れた分、例えば自分の裁量の中で少し

遅れてしまって、勤務時間以外にやらなければならないなと自分で判断した、自分で残った

分については、そこは職員の方も請求をしないで頑張るということがありますので、みた現

状であれば、時間外にやっているような状況であっても、それが命令の場合と自己責任で残

っている場合、その２系統がありますので、できるだけ自己責任で残る部分については、時

間内で終わるようにというような指導等はしている状況でございます。 

  また、職員が数が減って仕事を抱える部分も多くなってきているというのが事実ですか



 
－179－ 

ら、そこについては仕事のシェアであるとか進め方も検討するとか、そういう改善を加えな

がら、要は自分の裁量の中で遅れるという部分については、減らしていくという努力は職員

一同やっていかなければならないと考えております。 

○３番（佐藤作行君） そこらは、時間外手当については、いろいろ見解もあると思うんです

よ。でも、これは労働基準法、労働法規があるわけですから、それに違反なんてことがない

ようにぜひお願いしたいと思います。以上でございます。 

○６番（土屋清武君） 56ページの防犯用原材料費について、30基をＬＥＤにということで、

244万円ですけれども、この設置場所、30基の設置場所はもう決まっているかどうか。 

  それで、次に62ページ、13節の委託料で地図情報管理システム保守業務委託、金額は93万

2000円ですけれども、これは何の地図ですか。その下に土地公図修正業務委託という内容で

すが、業務内容をちょっと教えていただきたいと思います。この節の中にあるんですが、と

りあえず３点だけお願いします。 

○総務課長（山本秀樹君） 最初に、56ページの原材料費の関係でございます。議員がおっし

ゃるとおり、これにつきましては、今年度新たに取り組む事業ということで、蓄電池内蔵型

のＬＥＤの防犯灯を30基購入していくというものです。 

  これにつきましては、いま予定をしているのは、原則いまある街路灯がありますけれど

も、そこは普通は電気の蛍光灯になっているわけですけれど、そこにその器具を外して、そ

の柱のところにバッテリー、蓄電池付きのＬＥＤの照明を付け替えていくというものになり

ます。 

  これは、夜間の避難路対策ということでやっていきまして、今現在場所としては未定で

す。ただ、この８日にもう既に皆さんの方にも回覧板が回っていると思いますけれども、こ

れは海岸、津波の到達する場所の地区だけですけれども、津波の避難訓練を行います。そう

いうときに、町の職員、要は該当地区に住んでいる職員は、その地区で行われる避難訓練に

参加をします。該当地区外、例えば岩科の峰とか中川の大沢とか、そういう津波の届かない

ところに住んでいる職員については、想定として、たまたま波止場に来ていたとか、たまた

ま弁天さんにいたとか、そういうところにいて地震にあった、それで最寄りの避難場所へ行

くという想定のもとに避難訓練を行います。それで、かかる時間であるとか、その避難路の

中で、どういうところを手直しをした方がいいのかとか、配慮した方がいいのか、どういう

ルートへ行った方がいいのかというところも見ながら避難をします。 

  各地区でも、地区の方々もそういうことをしながら、地区からこういうところが夜もし街
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路灯が消えていたら不便だよと、こういうところに付けてもらいたいということを今度は聞

き取りをしますので、そういうところで避難路として決めていき、なおかつここが必要だな

と思ったところに付けていきたいと考えています。 

  そういうことの積み重ねが、また別のところになりますけれども、津波の避難計画策定に

も役立っていくと、その避難計画の中で街路灯の場所なんかも検討されるということになり

ます。 

○窓口税務課長（山本稲一君） 62ページの関係になります。土地公図修正業務と地図情報管

理システム保守業務の関係でございますけれども、土地公図修正業務というのは、普通の公

図、原則600分の１の公図がございますけれども、そちらの修正業務になります。 

  今年度公図のシステムを導入しますので、今まで紙でＡ１の紙でしたけれども、今度はそ

れが機械上でご覧になれるようになりますけれども、そちらの公図の修正業務になります。 

  それから、地図情報管理システム保守業務につきましては、これはＧＩＳで家屋図ですと

か土地の情報をもっていますけれども、これは昨年航空写真を撮りましたけれども、そちら

の写真とも重ねて、だいたいどの地番がどの辺になるのかということがわかるようなシステ

ムになっておりますけれども、そちらの保守業務になります。 

○６番（土屋清武君） 防犯灯の関係ですけれども、今の岩科、中川の職員が仮に海岸線に来

ていた場合というようなことで、例を言ったんですけれども、そうしますと自分の方の関係

を言いますと、雲見のおもいで岬、防波堤の先の方は釣り人がしょっちゅういるわけですけ

れど、そういうところへ欲しいと言えば、分けてくれるわけだね。そういうのも該当すると

いう解釈ですね。いいわけでしょう。 

  とりあえず、それと、はじめの地図情報システム、これは家屋なんかの関係でも・・、家

屋調査をやったときのそういうところの図面までみんなシステム保守の中でやっているんで

すか。それとも、ただ上空から見た配置がどういうふうになっているかというだけのこと

か。 

  それで、いま公図修正と言ったんですけれども、公図をそんなに修正・・しょっちゅうあ

るものですか。これは分筆なんかの土地とは違うわけでしょう。昔はみんな係が分筆してい

たわけですけれども・・、法務局から登記が済んでくるわけですけれども、それを公図台帳

で分筆していくわけですけれども、その関係ですと、修正というのは・・・、分筆だから、

そういうことの理解でいいですか。 

○総務課長（山本秀樹君） まず、おもいで岬等の部分については、対象になるかといえば、
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今の時点では、対象になるともならないともお答えはできません。 

これは先ほど言ったように、いろんな検証、確認をしながら、各地域からの意見も挙げて

もらって、その中で確認をしていきます。 

土屋議員もご存じのとおり、予算で決められた数の中で、例えば、倍の60カ所要望があれ

ば、その中でやっぱり優先順位をつけて決めていくような形になると思いますので、いろん

な検討を重ねた中で、まず最初にやらなければならないところとかという形で決めていきま

すので、必要があれば地域の方から要望も出してもらっても結構ですし、そういう中で決め

ていきたいと思います。 

○窓口税務課長（山本稲一君） 家屋の関係でございますけれども、家屋の方もその機械の中

で細かいものも管理をしております。 

  それから、公図の修正業務ですけれども、分筆の関係でございまして、いま地籍調査を進

めている関係で、地籍調査の分が加わりまして、非常に数も多くなっているというような状

況になっています。 

○６番（土屋清武君） これは63ページ、今の委託料の中で、その下の関係ですけれども、固

定資産基礎資料更新業務委託という内容ですけれども、この仕事の内容をお伺いしたいと思

います。これはいつ頃の資料なのか、ちょっとついでだから教えていただきたいと思いま

す。 

  それで、その下の23節、償還金、利子及び割引料ですけれども、ここのところの町税過誤

納付金還付金400万円とあるわけですけれども、これは、そういうのが出てきていて今年度返

すのか、それとも今回出てきそうだからということでまだ未確定のものを計上してあるの

か。その辺をちょっと・・。 

○窓口税務課長（山本稲一君） まず、委託料の固定資産基礎資料更新業務、こちらにつきま

しては路線価ですとか、そういったものを管理しているシステムになりまして、そちらの更

新業務になりまして、毎年地価が下がっていますので、時点修正をしたりしていますので、

毎年度更新業務の方が発生してくるというような状況になります。 

  それから、還付加算金の関係でございますけれども、こちらは枠で予算措置をしてありま

すけれども、例えば固定資産税において住宅用地の軽減、本来かかるべきところが、こちら

で把握しきれていなくて、税金を取り過ぎていたといった予算還付の場合ですとか、法人町

民税が中間申告で先に税を納めてきたりしまして、最終的に減額になったりする場合がござ

いますので、枠で予算措置を取らせていただいています。 
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○１０番（鈴木源一郎君） 交付税について先ほど質疑があったわけですが、それについてお

聞きします。交付税は今年度の予算では、前年度比減だということですが、じゃあ、交付税

に代わる財源対策はどうかというのは、やっぱり臨時財政対策債も減ということになってい

るということで、財調は相当金額を昨年比大きく取り崩すということになっているわけです

けれども、国の財政計画で臨時財政対策債も減なのに、交付税も減ということは、どういう

財源対策を、国は財源指導をしているんですか。 

町村、市町の財源が枯渇するということになるんじゃないですか。そこはどういう考えで

きているわけですか、国の指導は。これが一つと、あと、税務の係にお聞きしますが、町民

税の法人町民税が若干増えることになるという措置ですけれども、いま商店街などを見る

と、シャッター通りがものすごく増えてきちゃって、これは深刻だという状況ですが、シャ

ッター通りが増えるということに連動して、この法人町民税が・・、しかし増えるというこ

とはどういう内容なのか。もう少し立ち入って説明をいただきたいと思います。以上。 

○総務課長（山本秀樹君） まず、交付税の関係でございますけれども、国の方としては、基

本的には、要求の考え方というものがありまして、26年度地方財政計画の水準を下回らない

よう、同水準を確保するというような形にはなっています。ただ、その内訳が、これはこう

いうところに明文化されてはきていませんが、新聞等の情報では、例えば枠は同じ、わかり

やすく言えば、全部で１万円ありますと、その中で、今までは１万円をそれぞれ分けていた

ものが、合併特例債等が満期になって、そこで施設の維持とか交付税等が減らされちゃうと

回らなくなっちゃうというような自治体もかなり多くなるということで、そこの部分につい

て、じゃあ、少し手当をしましょうということをするというふうに、支援をしますというふ

うになりましたね。そうすると、同じ枠の中で、そこにいく部分が多くなっちゃうと逆に減

らされるところもあるというところの関係で、今まで通常もらっていた、例えば、わが町み

たいなところの部分が若干減らされて、その部分がほかのところの補てんのところに回され

たというようなこともあるのではないかとの報道もされたことがありまして、その辺の内容

等については、ただ実際は、明らかなところはわかりません。ただ、国の方針としては、交

付税等については５パーセント減でくるとか、そういう形になりますが、それで、その減っ

た分については、復興の方の財源に回すとかという形になるわけです。一つのキャパの中

で、そういうやり繰りをするものですから、我われの方へ来ている指示では、我われの方も

地方交付税については、マイナスの５パーセント。それが最近の資料だと、若干１パーセン

トちょっとに減ってくるだろうというようなこともありますけれども、当初の予定では、そ
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ういうような方針のもとにこの予算編成をされているということでございます。 

○窓口税務課長（山本稲一君） 法人町民税の関係でございます。法人町民税につきまして

は、26年度の補正予算の方で700万円ほど増額をさせていただきまして、予算も3400万円ほど

にさせていただいたわけですけれども、こちらの増額となりました理由は、町内の50人以上

の従業員を擁する都市部に拠点を置く企業の方が、資本金が増えまして、８号法人から９号

法人になったという関係で、均等割が100何十万円増額になっております。 

  それから平成25年から26年にかけまして、うちの町では実感がないんですけれども、都市

部では、景気が上昇傾向にあったというようなことと、それから消費税率アップによる駆け

込み需要の関係で、都市部に拠点を置く企業、こちらにも支店ですとか、支社があるわけで

すけれども、そういった企業の業績がよかったことから26年度の予算で増額ということにさ

せていただきました。 

  今年度におきましても、その影響が少なからず事業年度の関係で残っているであろうとい

うようなことで、昨年度の当初予算と比べますと増額という予算を組ませていただきまし

た。 

○１０番（鈴木源一郎君） 財政係にもう１点お尋ねします。説明ではどうも納得いかないわ

けですが、だって全国には松崎みたいに臨時財政特例債もあるいは交付税も対象にならない

で、減になるという町村がうんと多いですね、たぶん。それは何らかの対策がされなければ

社会問題になると思いますよ、全国的な問題で。 

  だから、なんかどうか対策はあるんじゃないかと。落ち込みになる、地方財政が弱くなる

対策として、今年度はこういうことがある。 

  私は、国の財政・・、地方財政計画を持っていないので、わからないまま言っているんで

すけれども、なんかあるんじゃないかと思いますので、いま返事ができなければ、もう少し

あとになって・・、まだ予算審議も続きますので、回答をいただければありがたいというこ

とです。 

  あと税務の関係は、町の中のシャッター通りがかなり早いテンポで進んでいっちゃうと深

刻な事態になるわけですけれども、あれは、法人町民税にはそう関係のない内容ですか。そ

れとも関係はあるけれども、それを上回るプラスがあるからプラスになったということでい

いのでしょうか、どうでしょうか。 

○窓口税務課長（山本稲一君） 全く関係ないわけではございませんけれども、法人ごとの決

算をみますと、町内に拠点を置く企業は業績はやはり景気がよくなっているという実感はご
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ざいませんけれども、そのとおり町内の企業というのは、あまり業績が上がっていないのか

なと。都市部に拠点がある企業で、松崎の方に支店ですとか、支社のある企業の業績が上向

いているというようなことでアップしているというような状況になります。 

○総務課長（山本秀樹君） 交付税の関係ですが、鈴木議員がおっしゃるとおり、我われとし

てもたくさん来る方がいいわけなんですから、ぜひマイナスはやめてもらいたいなと思って

いることは同じでございます。ただ、国の方から示されている目安としては、市町村で4000

人から１万人までの市町村だと、目安としては、4.2パーセントくらいの減なのかなと・・。 

  ただ、これも例えば、国から来る文書を見ると、予算編成の状況に鑑み、さしあたり交付

税の推計に用いる場合はこれを使ってくれとかというような、そういう表現になっていま

す。 

  27年度の地方財政計画の概要というのが２月に我われの方にきました。その中では地方交

付税だけの総額だけでいけば、国の方はマイナス0.8パーセントで地方交付税を減らしていま

す。臨財債（臨時財政対策債）につきましても19.1パーセントのマイナスになっています。

ただ逆に増えているところは、例えば地方税及び地方譲与税というところがプラス6.4とか、

そういうところもありますので、今後実際にどういうふうな配分がされて、変わって来るの

かというところはありますが、今のところ国の方とすれば、最新の情報でいけば、地方交付

税も総額でいけば、これは日本全体の総額ですけれども、総額でいっても0.8パーセント減額

になっていますので、うちの方としてもここに書いてあるとおり過大な見込みはできないと

いうことから、今回の見積りになっているということでございます。 

○議長（稲葉昭宏君）  ほかに質疑はありませんか。 

○２番（福本栄一郎君） 49ページの委託料の職員採用試験問題集作成・採点業務委託７万

9000円、これは内容をまず１点教えてくれませんか。 

○総務課長（山本秀樹君） 49ページの試験の委託料ですね。これにつきましては、職員の採

用試験については、福本議員もご承知のとおり県で一括して作ってもらって、その問題を用

いて郡下で一斉にまとめてやりますので、その辺の委託料になります。 

○２番（福本栄一郎君） それで、だいたい大卒が７月、高卒が９月頃の試験ですよね。最

近、去年の暮12月から追加募集ですか、放送していましたよね。回覧板も回ってきました。

お知らせ版で。ということは、今の現状がだいたい何人くらい応募というのがあるんです

か。定数は、総務課長も知っているでしょうけれども職員適正化計画で町長以下85人でした

か、その辺の数字は別として、それで欠員補充ということでありますけれども、その辺の応



 
－185－ 

募者が多いのか少ないのか。そしてなぜ追加募集をしたのかということをお伺いします。 

○総務課長（山本秀樹君） 今回の追加募集については、だいぶ大変頭の痛いところから追加

募集という形になりましたけれども、通常定期的にやっている部分、大卒等については夏

場、高卒については秋口に実施をしています。これは一斉にやるわけですけれども、そこの

場合の分につきましては、はっきり言って去年なんかの場合は少ない、応募者は少ないで

す。本当に片手くらいですね。ある一時期両手近くあったときもありましたけれども、今は

かなり少ない。これは近隣の市町も同様でございます。 

  特に高校生なんかの場合は、現役の高校生が応募してくれないというようなこともありま

して、これはこのあいだ松高の方とも話をしたりしましたけれども、いずれにしてもそうい

う定期的に行う試験では、実状としては少ないです。 

  今回は、追加募集をやったというのは、中途で退職をした職員がいたり、今年度の年度末

をもって、定年じゃないですけれども、退職する・・、別の職に移るわけですけれども、そ

ういう職員もいるということから、とりあえず現状の人数プラス１を目指して募集をかけま

した。臨時募集につきましては10人を超える人数が来ました。それで２次の方には６人、そ

の中で試験を行いまして採用したわけですけれども、一応内定というか、ある程度決めた職

員が１名辞退しまして、実質はいってこいの今の現状どおりの人数になってしまいましたけ

れども、いずれにしても、そういう通常の退職ではない退職等が出たとか、実際、ご存じで

しょうけれども、病欠が１名いるとか、そういうようなことから、職員の補充を追加でやっ

たというような状況でございます。 

○２番（福本栄一郎君） 私は一般質問で言っていますけれども、特に町長にお伺いしたいで

すけれども、船原峠を越えて・・、進学ですから仕方がないです。東は箱根を越えていく、

西は大井川を越えていく、静岡県もいま流出で県知事が・・、談話で出ていますけれども、

ちょうど静岡県が東京圏の外、中京圏の外でどうしょうもない、みんな行ってします、西、

東。こっちはだいたい９割以上が箱根を越えて東京に行くでしょうけれども、一般質問で同

じことを・・、繰り返しますから言いませんけれども、西は大井川を越えさせないように、

東は箱根を越えさせないように・・、仮に越えても未来を担う・・、町長が標榜しています

未来を担う人材を育むまちづくり、この辺です、私の提案が。いわゆる魅力のある・・、こ

れはどうしようもないです。経済の動き・・、かつては、Ｕターン、Ｊターン、Ｉターンな

んて言っていますけれども、絶えず経済・・、いま松崎の役場は売り手市場ですか買い手市

場ですか。それとも職員が・・、追加募集については魅力がないんですか。みんなよそへと
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希望があって。 

  その辺で提案しますけれども、いわゆる職場訪問、家庭訪問をして、ぜひ役場に来てくだ

さいという・・、向こう30年、40年の人材を確保するために営業なんかをどうでしょうか、

するでしょうか。学校に行くのは、どこに行ったかわかりませんから、家庭訪問をしてもわ

からないですけれども、家庭訪問だったら、あそこの家にはこういった息子さん、娘さんが

いる。ぜひうちの職場へ来てくださいという、そういったＰＲという考え方はあるでしょう

か。 

○町長（齋藤文彦君） いろいろなＰＲの仕方はあると思いますけれども、家に訪ねて行って

というようなことはなかなかできないと思います。 

○２番（福本栄一郎君） 人材を確保するのに、自分から会社が売り込みに行って、いわゆる

トップセールスとして、いい人を集めてくる。そのためにはセールスで・・。例えば奨学金

を・・、帰ってきて職場が・・、もう返済免除ですよと、そういった魅力がないと来ないと

思うんです。いま大変なんですよ。新聞ですけれども200万円以下の所得者が日本全国で1120

万人という記録です。非常に格差・・、これはまたあとでやりますけれども。トマ・ピケテ

ィの21世紀の資本論じゃないですよ。格差が出てくるから、その辺が、未来の人材を育成す

るについては、ぜひうちの会社に来てくださいというセールスを。向こう30年、40年、これ

からもう地方創生・・、しかも消滅の指定都市の中に入っていますよね。日本全国896の中に

松崎町は。なぜか河津町はないんですけれども。そういった意味で、短期的な平成27年度が

とおればいいということじゃないんですよ。未来を、向こう20年、30年先をみないと、人材

が育成できない。そのためには、町長自ら家庭訪問をして・・・、これは別に公務員法違法

じゃないと思うんです、私は。その辺の考え方はどうでしょうか。 

  待っている魚を・・、定置網漁法といいますじゃ、自ら船が出て、荒海を乗り越えてきて

カツオの一本釣りじゃないですけれども、やらなきゃだめだ。定置網で・・、応募者を、来

るのは何人かな・・、だから追加募集で・・、２人が、魅力がない、ほかのところに行って

いるじゃないですか。結果的には。だったらそこの魅力づくりを・・、例えば給料を上げる

とか、その辺の・・どうでしょう、町長の考え方は。 

○町長（齋藤文彦君） 家庭訪問とか何とかはなかなかできないわけですけれども、学校の方

にぜひ松崎町に来てくださいというようなことは行っています。ただ、職員採用試験を受け

る方も若い人が来ればいいわけですけれど、必ず年配の人なんかが来るわけですよね。そう

すると、松崎町の役場のバランスを考えるとなかなか高い歳の人は採れないとか、いろいろ
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な難しい問題があってなかなか難しいところがあるわけで、ただ私がリクルートに行って、

松崎町に来てくださいと、なかなかそれは簡単にはできないと思っています。 

○２番（福本栄一郎君） いろんな様々なことがあるでしょうけれども、年齢制限は撤廃され

たでしょう。私が言ったのは、いわゆる現役生ってわかるでしょう。高校生、ほとんど90パ

ーセント以上は進学するでしょうけれども、だったらば短大、四大を・・、わかるでしょ

う。だいたい、別に、プライバシー等はあるけど、クチコミであそこにはいますね、息子さ

ん、娘さんがいますねというのはわかるわけです。その辺で、もう未来を担わなければ、も

う消滅するんですよ。松崎町は。日本創成会議じゃないですけれども、もう896の市町村のな

かに松崎町は入っているんですよ。そして、4152人、女性の数が208人ですか、20以上39歳未

満、これは理論的に消滅しています。一般質問・・・。そういった意味で、やっぱり短期間

じゃなくて長期的なビジョンで、20年後、30年後の松崎町を背負っていく職員を育てなきゃ

いけないというんですよ、私は。 

  単年度、単年度、この予算じゃなくて。ですから、その辺を総務課長を筆頭にやった方が

いいじゃないですか。ですから、自衛隊がこの間・・、伊豆新聞に出ましたよね、歓迎会

で。町長の写真も写っていました。そういうふうにやっているじゃないですか。よくぞ自衛

隊に応募してくれた。だから、よくうちの役場に応募してくれたな、ありがとうございま

す。ですから、その魅力をつくるためには、繰り返しますけれども奨学金を免除してやると

か、いろんな手を使っているんです。これは景気の変動でしょうけれども。ますますアベノ

ミクスでいきますと、経済が上向いていくと、もう見捨てられます。誰も応募者がいなくな

る。だったらば、職員の再雇用といったらば、私も応募しましょうか、年齢を撤廃してくれ

れば。これは冗談ですけれども。ですから、若い人を育てるために、ぜひともお願いしたい

と思いますけれども、もう一度お願いします。 

○町長（齋藤文彦君） 西伊豆の町長ともよく話すわけですけれども、やっぱり松高というの

は、地域の香りのした子どもが育っているわけですから、ぜひ松高生にも役場を受けてもら

いたいなというようなことを言っているわけですけれども、なかなか来てくれないところが

あるので、松高の方にもぜひ役場を受けてくださいというようなことは言ってあります。 

○総務課長（山本秀樹君） 職員の採用につきましては、本当に有能な人材を早く欲しいとい

うことで、特に技術職などにつきましては、高校、松高それから下高等の卒業生が今年大学

を卒業する。どこに、工業系に行っているかとかを聞いて、そちらの方に働きかけをしてい

きたいというようなリクルートもやっていきたいというふうなことは考えております。た
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だ、町長が個別で行くというのは、またそこに内定うんぬんの誤解を生じることもあろうか

と思いますので、その辺については自重したほうがいいのかなという感じがしています。 

  いずれにしても、いい人材を早く採るためには、どうしても早めに試験を受けてもらう決

意をしてもらわなければいけないものですから、その辺のリクルート活動は進めていきたい

と考えています。 

○議長（稲葉昭宏君） 総務費までに質疑につきましては、総括の質疑もありますので、この

くらいにしまして、71ページの民生費から112の商工費までの質疑に入りたいと思います。 

（「終結」と呼ぶ者あり） 

○議長（稲葉昭宏君） いまここで終わったらどうかという話もありますが、どうしますか。

ここで切りますか。 

（「４時までやらないですか」と呼ぶ者あり） 

○議長（稲葉昭宏君） どちらでもいいですよ。区切りのいいところで切って、明日またいっ

ぱいやりますか。 

（「休憩をすればいい」と呼ぶ者あり） 

○議長（稲葉昭宏君）  休憩しましょうか。 

（「休憩してください」と呼ぶ者あり） 

○議長（稲葉昭宏君） 暫時休憩します。 

  （午後  ２時４４分） 

 ───────────────────────────────────────────────────────── 

○議長（稲葉昭宏君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                （午後  ２時５７分） 

───────────────────────────────────────────────────────── 

○議長（稲葉昭宏君） 総務課長の方から申し出がありまして、先ほどの鈴木議員の答弁の補

足をしたいということですから、総務課長の方から答弁をいたします。 

○総務課長（山本秀樹君） 先ほどの交付税の関係で補足の説明をさせていただきます。鈴木

議員の方から、何かその減った分に対して何らかの補てんとか増えるところはないのだろう

かというようなご質問があって、それまで我われの方としてはそういうデータがなかったも

のですから、減額という当初の国等の見込みの説明をしていたわけですけれども、昨日県の

方で交付税に関する会議がありまして、その中で県の方から普通交付税の推計についてとい

うものが示されました。 



 
－189－ 

  その中でいきますと、新たに一つの追加項目が出てきました。これは仮の名称ですけれど

も人口減少等特別対策事業費ということで、これは人口が少ない団体等にプラスして交付を

するというものだそうです。そのところが、額として約9000万円ほど増えてくるというよう

なことで、それらを入れて再度計算すると約15億円くらいにはなりそうですと、ただ、あく

までも試算なので、その前後というのはあるということですが、いずれにしても、人口減少

等特別対策事業費というのがプラスをされて、こういう過疎の町等には少し手厚く措置され

るということが昨日の会議で提示があったということですから、ここでお知らせをしておき

ます。 

（「27年度の・・」と呼ぶ者あり） 

○総務課長（山本秀樹君） 27年度です。 

○１０番（鈴木源一郎君） 資料として配付できるようなものであれば、配付していただきた

いと思います。 

○総務課長（山本秀樹君） 推計の中で、数字が入っていないものですから、数字はうちの方

であとから入れてやった数字ですから、流れの、その事業が増えたというプリントだけでし

たら、その県からもらった資料だけはお配りします。 

○議長（稲葉昭宏君） そういうことでお願いします。 

  ──────────────────────────────────────────────────────── 


